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△ カレンダーの贈答費用

Q :当社では、年末に社名入りのカレンダ

－を得意先等に配布し、この費用は広告宣伝

費として処理していますが、無償で供与する

ということから、交際費として取り扱われる

ことはありませんか。

A :カレンダーのために通常要する費用で

あれば、交際費には該当しません。

【解説】

カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐ

いその他これらに類する物品を贈与するため

に通常要する費用は、交際費には含まれませ

ん 。

これらの物品を贈与するのは、相手方の歓

心を買うためよりも広告宣伝のためと考えら

れるからです。

また、その他これらに類する物品とは、多

数の人に配布することを目的とし、主として

広告宣伝効果を意図する物品でその価額が少

額であるものが該当します。

なお、広告宣伝を意図したものですから、

多数の人に配布することと、その物品又はそ

のケースなどに会社名又は商品名が記されて

いなければなりません。

ご質問の場合も、社名入りのカレンダーを

得意先等に配布するものですから、交際費に

は該当しません。
今
回

今年もリーダァスクラプニュースをご愛読下さいましてありがとうございます。

来年は1月5日号よりお送りいたします。来年もよろしくお願いします。皆様よいお年を。


